
中高層条例

建築基準法

景観法に基づく「行為の届出」に係る「事前協議制度」フロー

事業者 長野市 事前協議機関（景観審議会デザイン専門部会）
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事前相談 相談内容聴取・説明

景観事前協議申出 申出書受理

審議会要望に対して検討

（要望に対する対応案作成）

計画への要望

回答書を受理

計画立案

詳細設計等

景観法第16条に基づく届出・通知 届出書・通知書の受理・審査

適合通知交付 通知交付しない

意見

行為着手

回答

要望通知

協議終了

申出

情報共有

届出 適合 不適合

事業主、設計者等が

事業者協議に参加

必要な場合行為着手制限の解除

行為の着手の90日前まで
（事業計画修正が可能な時期）

（1,000㎡を超えない太陽光発電施設については、期限を考慮）

毎月第２水曜日締め切り

【協議対象】

建築物：新築・増築・改築・移転・外観変更

工作物：新設・増築・改築・移転・外観変更

窓口での協議、提出書類により判断

担当課と景観審議会デザイン専門部会により事業者協議の要否

を判断

特に問題がない案件は、問題なしと判断された時点で協議終了

添付書類

・基本設計レベルの資料（平面図、立面図、断面図等）

・チェックシート

・現況写真

・その他、市長が協議に必要と認める資料

※事前相談の時点で事業者の負担とならない程度の資料

対応案を報告

デザイン専門部会による審議

指導・勧告等
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協議継続

協議終了

・出席者

景観審議会デザイン専門部会

事業主、設計者等

担当課（長野市都市政策課）

・毎月第４水曜日開催

・事業主、設計者等による説明

・説明と資料を基に計画内容を協議

・非公開で開催

事前協議終了通知
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事業者協議

行為の完了報告

事前協議

事業者協議要否判断

事前協議終了通知

新制度
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建築基準法に基づく確認申請

新制度

設計変更 建築等に係る

諸手続き有
無

添付書類

・行為完了後の写真

資料１


